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都
市
計
画
法
第
四
十
三
条
第
一
項
六
号
ロ
に
示
す
、「
既
存
宅
地
」
は
、
昭
和
四
十
五
年
八
月
二
十
五
日
現
在
の

「
宅
地
」
に
該
当
す
る
も
の
と
思
う
が
ど
う
か
。
こ
の
場
合
の
「
宅
地
」
の
認
識
は
、
当
時
の
固
定
資
産
台
帳
に
お
い

て
「
宅
地
」
並
の
税
を
納
入
し
て
い
る
事
実
の
上
に
立
つ
と
思
う
が
、
こ
の
解
釈
と
違
う
場
合
が
あ
れ
ば
、
明
示
さ

れ
た
い
。 

昭
和
四
十
五
年
八
月
二
十
五
日
以
後
の
「
宅
地
」
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
も
の

か
ど
う
か
。 

 
昭
和
四
十
九
年
六
月
の
一
部
改
正
は
当
時
の
宅
地
の
救
済
措
置
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
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